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非現業職員
給料表 職員数 職員の例

行政職（1） 5,895 一般の行政職員
医療職（1） 26 医師
医療職（2） 487 看護師、獣医師
大学教育職 29 教授
高等学校教育職 361 高校教諭
消防職 1,380 消防士

合計 8,178

現業職員
給料表 職員数 職員の例

行政職（2） 1,578 ごみ処理作業員

企業職員
給料表 職員数 職員の例

上下水道企業職（1)・(2) 1,017 上下水道事業職員
交通企業職（1)～(3） 506 市営バスの運転手
病院企業職（1)～(4） 1,183 市立病院の医師

合計 2,706

          ・勧告非対象職員

          ・給料表別勧告対象職員数（平成２５年４月１日時点）

一般職

12,462人

企業職員

2,706人

現業職員

1,578人

① 給与勧告の対象職員
川崎市人事委員会の給与勧告の対象となるのは、一般職の川崎市職員１２，４６２人のうち、「川崎市職員の給与に関する条例」の適用を

受ける非現業職員８，１７８人です。

企業職員及び現業職員は、職務の内容が民間の同種の事業に類似していることから、その勤務条件の決定方式について、他の地方公務

員とは異なります。これらの職員は、団体協約締結権を含む団体交渉権が認められており、労使交渉によって給与が決定しています。

非現業職員

８，１７８人

給与勧告対象
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議決

国、他の自治体の
状況も考慮

 （勧告の取扱い決定）

市議会・市長
に対して勧告

<調査内容>
企業規模５０人以上かつ事業所

規模５０人以上の事業所を実地

調査

<対象事業所>
全国１２，５００事業所、川崎市

内４９９事業所のうち１２３事業

所を対象に調査

民間給与の調査（職種別民間給与実態調査）

市職員と民間の月例給をラスパイレス方式により比較
（③参照）

情勢適応の原則
（民間準拠）

市長

川崎市人事委員会

報告・勧告

・給与水準の改定

・給与制度の見直し

従業員別調査

事業所別調査

（前年８月から

当年７月）

給与の改定

② 給与勧告の流れ

４月分

給与

川崎市非現業職員

約８，２００人を対象

川崎市職員給与の調査

個人別調査

４月分

給与

賞与

給与改定や雇用

調整等の状況

条例改正

他の地方

公共団体

市議会

人事院

勧告

川崎市内

約９，２００人

を対象

任命権者、職員団体

からの意見聴取

人事委員会では、例年、市職員と民間の４月分の給与（月例給）を調査した上で、精密に比較し、得られた較差を埋めることを基本に勧告を行っています。

また、期末・勤勉手当についても、民間の特別給（ボーナス）の前年８月から当年７月までの支給実績を精確に把握し、民間の年間支給割合に市職員の期末・勤勉

手当の年間平均支給月数を合わせることを基本に勧告を行っています。

条例案
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＜役職段階＞ ＜民間給与総額（Ａ）＞ ＜市職員給与総額（Ｂ）＞＜年齢階層＞＜学歴＞

③ 民間給与との比較方法（ラスパイレス比較）

民間給与と市職員給与を比較するにあたって、それぞれの平均給与額で単純に比較を行うと、役職段階、学歴、年齢構成が異なることから、精

密な比較をすることができません。このため、民間給与との比較方法としてラスパイレス方式を採用しています。

具体的には、①役職段階、②学歴、③年齢階層別の市職員の平均給与と同条件の民間の平均給与のそれぞれに市職員数を乗じた総数を算出

し、両者の水準を比較します。

行政職

給料表

（１）

本年の較差 △９８円（△０．０２％） 算定方法（ａ）－(ｂ)

１級（職員）

２級（職員）

３級（主任）

４級（係長級）

５級（課長補佐）

６級（課長級）

７級（部長級）

８級（局長級）

大学卒

各役職ごとに「１級（職員）」と同様、学歴別、年

齢階層別に民間給与及び市職員給与を算定

短大卒

高校卒

中学卒

２６・２７歳
２４・２５歳

２２・２３歳

２４・２５歳
２２・２３歳

２０・２１歳

１８・１９歳

１６・１７歳

民間平均給与×職員数

民間平均給与×職員数

民間平均給与×職員数

民間平均給与×職員数

職員平均給与×職員数

職員平均給与×職員数

職員平均給与×職員数

職員平均給与×職員数

民間給与総額

÷ 市職員総数

＝ 402,431 円（a）

市職員給与総額

÷ 市職員総数

＝ 402,529円（b）
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④ 本年の報告のポイント

月 例 給

１ 民間給与との比較

川崎市職員給与については、４月時点で、民間給与を 98円（0.02％） 上回っているものの、おおむね均衡して
いることが判明した。

較差が極めて小さいことから、改定は行わないこととする。

期末・勤勉手当

期末・勤勉手当については、民間事業所の特別給（ボーナス）の支給割合 （ 3.97月分 ） が、川崎市職員の期
末・勤勉手当の支給月数 （3.95月分） とおおむね均衡していることが判明した。

このことから、期末・勤勉手当の支給月数の改定は行わないこととする。

２ 給与制度等の改正

本年は特になし。

民間の支給割合（Ａ） 市職員の支給割合（Ｂ） 較差（Ａ）－（Ｂ）

3.97月 3.95月 0.02月

民間給与（Ａ）
市職員の給与（Ｂ）
（平均年齢　41.1歳）

較差（Ａ）－（Ｂ）
（（Ａ－Ｂ）÷Ｂ×100）

402,431円 402,529円
△98円
（△0.02％）
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⑤ 民間給与との較差

川崎市職員給与については、４月時点で、民間給与を98円（0.02％）上回っているものの、おおむね均衡していることが判明した。

民間給与

402,431円

川崎市

職員給与

402,529円

比較

較差

△98円

おおむね

均衡
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（注）　勧告月数は、国等と同様に、０．０５月単位で決定しており、小数第２位を二捨三入・七捨八入するため、民間支給割合３．９７月分の場合は、３．９５月となる。

⑥ 民間の特別給との較差

期末・勤勉手当については、民間事業所の特別給（ボーナス）の支給割合（ 3.97月分）が、川崎市職員の期末・勤勉手当の支給月数（ 3.95月分）とおおむね
均衡していることが判明した。

民間特別給

３．９７月

川崎市職員

期末・勤勉手当

３．９５月

比較

おおむね

均衡
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改定率 改定額 年間支給月数 対前年比増減 増減額 率

平成１６年 - - 4.40月 - - -

平成１７年 △0.39％ △1,671円 4.45月 0.05月 △6,000円 △0.09％

平成１８年 △0.78％ △3,294円 4.45月 - △54,000円 △0.78％

平成１９年 0.09% 377円 4.50月 0.05月 27,000円 0.39%

平成２０年 - - 4.50月 - - -

平成２１年 △0.19％ △784円 4.15月 △0.35月 △157,000円 △2.31％

平成２２年 △0.17％ △706円 3.95月 △0.20月 △93,000円 △1.42％

平成２３年 △0.20％ △813円 3.95月 - △13,000円 △0.20％

平成２４年 - - 3.95月 - - -

平成２５年 - - 3.95月 - - -

　（注）　表中「－」で記載されている箇所は、その年に月例給又は期末・勤勉手当の改定がなかったことを表します。

勧告年次
月例給 期末・勤勉手当 行政職（１）職員の平均年間給与

⑦ 最近の給与勧告の実施状況（行政職（１）関係）

平成１６年から本年までの川崎市の給与勧告の状況は下表のとおりです。

川崎市職員の給与は、民間賃金が厳しい状況にあったことを反映して、平成１９年を除き、月例給又は期末・勤勉手当の減額により年間給与の減少又

は据置きが続いています。
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